
   

 

本市において学校給食を実施するための食材料費については、学校給食費として保護者の方

に負担していただいております。（学校給食センターの光熱水費、施設の維持管理費等は市が負

担しております。） 

学校給食費については、以下のとおりの取扱いといたしますので、児童生徒に栄養バランスの

取れたより質の高い給食を提供するため、必ず期日までに納入くださいますようお願いいたします。 
 

 

１ 学校給食費の納付金額 

  学校給食費の月額及び日額 

（※令和７年度の金額です。金額の変更を予定しています。詳細は改めてお知らせします。） 

学 校 区 分 月 額 日 額 

小学校 4,300円 250円 

中学校 5,100円 300円 

特別支援学校小学部 4,800円 280円 

特別支援学校中学部・高等部 5,600円 320円 
   

※小学１年生、特別支援学校小学部１年生の４月分及び中学３年生、特別支援学校小学部６年生、 

中学部３年生、高等部３年生の３月分は、日額×喫食回数の納付となります。 
 

２ 納付方法、納期限について 

・ 原則、口座振替による納付となります。（口座振替に係る手数料は市が負担します。） 

・ 支払回数は、１年度につき１１回です。 

・ 口座振替日は、毎月末日（１２月のみ２５日）です。（ただし、休業日の場合は、金融機関の

翌営業日） 

・ 残高不足等で口座振替ができなかった場合、再振替はいたしません。万一、口座振替がで

きなかった場合は、督促状兼納付書を送付しますので、期限までに納付書に記載の金融

機関等の窓口で納付してください。 
 

取扱い金融機関  以下の金融機関から選択し、口座振替の登録をお願いします。 

 

 

 

 

 

※口座振替の登録方法については、【保護者の皆様へ 学校給食の申込みと口座振替登録

手続きのお願い】の資料をご確認ください。 

 

納期限（口座振替日） 休業日の場合は、金融機関の翌営業日となります。 

対象月 4月分 5月分 6月分 7月分 8･9月分 

納期限 5月末日 6月末日 7月末日 8月末日 9月末日 

10月分 11月分 12月分 1月分 2月分 3月分 

10月末日 11月末日 12月 25日 1月末日 2月末日 3月末日 

①埼玉りそな銀行 ②三井住友銀行 ③りそな銀行 ④武蔵野銀行 

⑤東和銀行 ⑥埼玉縣信用金庫 ⑦川口信用金庫 ⑧東京信用金庫 

⑨中央労働金庫 ⑩飯能信用金庫 ⑪いるま野農業協同組合 ⑫ゆうちょ銀行 

 

保護者の皆様へ  学校給食費についてのお知らせ 

R８ 新入学用 



３ 食物アレルギー等による給食の一部停止及び減額について 

・ 食物アレルギー等により、①牛乳が飲めない、②パン・麺が食べられない、③飲料以外の全

ての給食が食べられない場合は、それぞれの区分に応じて学校給食費月額から表の額を

減額します。（※令和７年度の金額です。金額の変更を予定しています。詳細は改めてお知らせし

ます。） 

・ 申請書類等は、入学説明会（2月頃を予定）で配付します。 

学 校 区 分 ①牛乳の停止 ②パン･麺の停止 
③飲料を除く学校

給食等の停止 

小学校 800円 400円 3,500円 

中学校 800円 400円 4,300円 

特別支援学校小学部 800円 200円 4,000円 

特別支援学校中学部・高等部 800円 200円 4,800円 

 

４ 就学援助、生活保護対象世帯の給食費について 

＜就学援助対象世帯＞ 

１学期分 

４月分～７月分については、原則口座振替により学校給食費の納付をお

願いします。就学援助費の支給決定がされた方には、後日、納付いただ

いた分の給食費をお返しします。 

２・３学期分 

就学援助費を受給されている方の学校給食費は、就学援助費から自動

的に市へ納付されます。 
※ただし、申請中などで認定に至っていない場合や、就学援助費の支給が廃止

等となった場合は、学校給食費をお支払いいただく必要があります。 

 

＜生活保護対象世帯＞ 

原則、生活保護費から自動的に市へ納付されます。 

※ただし、生活保護費が廃止等となった場合は学校給食費をお支払いいただく必要があります。 
 

５ 連続して５日以上給食を停止する場合について 

・ けがや病気等の欠席により、連続して５日以上給食を停止する場合は、学校給食費の減額

対象となります。 

・ 学校が届出書を受理した日の翌日から起算して５日目以降の給食を停止します。 

申請方法：富士見市学校給食等停止届を学校へ提出 

※急な欠席や４日未満の欠席は食材発注のキャンセルができないため、減額の対象にはなりません。

また、再開する場合は再開届を提出してください。 

 

学校給食費に関するお問い合わせ 
富士見市学校給食センター 
電話番号：049-252-2881 
FAX番号：049-252-2884 

各種様式は、各学校及び学校給食センターにあるほか、市ホームページからダウンロード

することができます。 


